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別紙

防衛省（一般職職員）安全管理規程

１ 安全管理者

防衛省における人事院規則１０－４（職員の保健及び安全保持）（以下

単に「人事院規則」という。）第６条第１項に規定する安全管理者は、大

臣官房会計課長とし、同条第２項各号に掲げる事務を行うものとする。

２ 安全管理担当者

防衛省における人事院規則第７条に規定する安全管理担当者は、大臣官

房会計課庁舎管理室施設管理班施設管理係長とし、安全管理者の事務を補

助するものとする。

３ 安全管理者等不在時の代理

安全管理者及び安全管理担当者は、出張、病気その他の事由による不在

の場合に備えて、あらかじめその代理者を定めておかなければならない。

４ 火元責任者

防衛省における人事院規則第１１条に規定する火元責任者は、防衛省市

ヶ谷庁舎の管理に関する規則（平成１２年防衛庁訓令第３８号）第２６条

第１項に規定する火気取締責任者のうち、一般職に属する職員（以下「一

般職職員」という。）が勤務する場所における火気取締責任者とする。

５ 意見聴取

安全管理者は、一般職職員からの安全管理に関する提案その他の意見を

聴取するための適切な措置を採らなければならない。

６ 安全教育

安全管理者は、一般職職員の安全の保持について必要な教育を行い、知

識の啓発に努めなければならない。



７ 設備等の検査

（１）安全管理者は、一般職職員が勤務する建物について、人事院規則第

３２条第１項に規定する設備等がある場合には、当該設備等の検査に

ついて十分な知識及び技能を有すると認められる職員に、同項に規定

する検査を行わせなければならない。ただし、会計法（昭和２２年法

律第３５号）第２９条の１１第２項に基づく相当の検査をもってこれ

に代えることができる。

（２）安全管理者は、前項の規定にかかわらず、同項の検査を職員以外の

者に委託してこれを行わせることができる。この場合には、適当と認

める職員に立ち会わせなければならない。

（３）第１項の検査を命ぜられた職員又は前項の委託を受けた者が行う検

査に立ち会った職員は、検査の内容及びその結果を書面により安全管

理者に報告しなければならない。

（４）安全管理者は、前項の書面を保存しなければならない。

８ 避難訓練等

安全管理者は、災害発生の危険が急迫した場合における一般職職員の安

全を図るため、避難のための通路の確保、設備等の整備、一般職職員の訓

練等の措置を行わなければならない。

９ 事務の委任

人事院規則第１２条第３項の規定による報告（健康管理規程に関する報

告を除く。）、第３３条の規定による届出並びに第３５条第１項及び第２

項の規定による報告は、大臣官房会計課長が行う。

10 細則

この通達の実施に関し必要な事項は、大臣官房会計課長が定める。


